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広報しむかっぷは、震災復興型
カーボンオフセット用紙を使用
し、CO2削減事業ならびに東北
経済復興を応援しています。

中　央 占　冠 双珠別 トマム 出　生 死　亡 転　入 転　出
661人 81人 46人 510人 1人 1人 10人 21人

人口 男 女 世帯数
1,298人（-16） 643人（-12） 655人（-4） 826（-18）
  《うち外国人の人数　200人》　

■人口・世帯数（2月末住民基本台帳登録数）

編集後記
　時の歩みは早いもので、私が広報担当者になって３年の
月日が経過しました。私が担当する広報しむかっぷは今月
号が最後。良い写真を撮ることができなかったときは自身
の腕の無さを恥じ、重大な誤字を発見したときには冷や汗
をかきながら関係者の皆様にお詫びに伺ったりと、担当者
として失敗ばかりを思い出します。しかし、村民の皆様の
活動を新たに知ることができたこと、様々な知識や思いに
触れる機会に恵まれたことは、私にとって何にも代えがた
い経験となりました。『どうしたら良い写真が撮れるのだ
ろう』、『どんなレイアウトなら目を引くのか』、『どんな写
真なら振り向いてもらえるのか』、『村民の皆様の生活や活
動を上手く伝えるには？』と、広報業務の挑戦を通して『挑

　各行事等では広報の取材・写真撮影をさせていただいて
います。広報への掲載をご承諾いただけない場合は、その
場でお申し出いただくか担当までご連絡ください。広報紙
に関する情報・意見・要望もお待ちしております。

広報からのお知らせ

新型コロナワクチンについて
皆様に知ってほしいこと

新型コロナワクチンは、発症を防ぐ効果が認められています
　今回新たに承認された新型コロナワクチンは２回の接種によって、95％の有効性で、発熱やせきなどの症状が
出ること（発症）を防ぐ効果が認められています。（※インフルエンザワクチンの有効性は約40～60％）
新型コロナワクチンは、あなたご自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすための重要な手段にもなります
　新型コロナワクチンは、まだまだ未知のことがあります。このウイルスの感染により、令和3年1月末までに6千
人以上の方が亡くなり、3万人以上の方が入院されています。特効薬も開発中の段階です。
　こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減ら
すことが期待されます。

ワクチンについて、正しく知ったうえで、判断しましょう
　新型コロナワクチンを承認し、接種をお勧めするにあたって、国内外の数万人のデータから、発症予防効果など
ワクチン接種のメリットが、副反応といったデメリットより大きいことを確認しています。国民の皆様が納得して
判断をしていただけるよう、国としても情報提供に努めてまいります。
問　厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター　☎　0120-761770

どんなワクチンでも、副反応が起こる可能性があります
　一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛
などの「副反応」が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるも
のの、ゼロではありません。（予防接種による健康被害は救済制度の対象です。）
　ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後米国で
100万人に５人程度と報告されています。日本での接種では、ワクチン接種後15～30分経過を見て、万が一アナフ
ィラキシーが起きても医療従事者が必要な対応を行います。

戦と学ぶ姿勢』の大切さを再認識することができました。
　新しい職場でも広報マインドを忘れず頑張ります。
　無知な私にたくさんの助言やアイディアを提供してくだ
さった皆様、私が向けたカメラに素敵な笑顔を返してくだ
さった皆様、快く取材に応じてくださった皆様、今まで本
当にありがとうございました。　　　　　　　　　（小林）

高齢者の方は、新型コロナワクチン接種意向調査書の提出をお願いします
　新型コロナワクチンは、世界的に供給量が追いついていない状況が続いています。そのため、ワクチンを必要数
確保するために、『接種意向調査（高齢者向け）』を行います。案内文書が届いた方は、接種意向調査書にご記入い
ただき、占冠村役場住民課（☎ 56-2122）までご提出ください。予防接種の日程は別途ご案内いたします。
　記入済みの接種意向調査書は、同封の返信封筒に入れ投函してください。提出の締切は４月15日（木）です。
郵便での提出のほか、トマム支所・住民課窓口への提出も可能です。期日までに提出されていない方へは、電話に
て意向確認をさせていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問　占冠村役場住民課　☎　56-2122


